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一 般 議 案 

（議案第５０号）  

 

補助金事務の誤りに係る和解及び損害賠償の額の決定につい

て  

 

１  相手方の住所氏名及び損害賠償の額  

相手方の住所氏名  損害賠償の額  

※※※※※※※※※※※※※※※※※   

※※※※※※※※  

 ※※※※※  ※※※※※※※  

１ ,２５０ ,０００円  

※※※※※※※※※※※※※※  

※※※※※※  

 ※※※※※  ※※※※※※※  

１ ,７１７ ,０００円  

２  事案の概要  

市は、小規模保育事業所の施設整備に要する経費について、国の就学

前教育・保育施設整備交付金（以下「交付金」という。）の制度に基づ

き、国及び市が負担すべき額を小牧市小規模保育事業施設整備費補助金

（以下「補助金」という。）として交付することとしており、相手方に

は、補助金の交付の対象となる経費（以下「対象経費」という。）に小

規模保育事業所の開設に必要不可欠な備品の購入費（以下「備品購入費」

という。）も含まれる旨を説明していた。  

相手方は、備品購入費を対象経費に含んだ補助金の交付申請を行い、

市は、当該交付申請に対して、令和７年４月１日付けで補助金の交付を

決定した。  

その後、市が相手方の工事請負契約等の実績に基づき補助金の交付額

の精査を進める中で、交付金の交付対象となる備品購入費の範囲につい

て疑義が生じたため、令和８年１月１６日に国へ確認したところ、備品

購入費は交付金の交付対象外であることが判明した。  

補助金は、交付金の制度に基づいて交付する制度であることから、市

は、相手方に対し、補助金のうち備品購入費に係る部分を交付すること

ができないこととなり、相手方は、小規模保育事業所の施設整備に当た

り、資金計画の変更を余儀なくされる等の不利益を被った。  

このため、相手方に対象経費となると説明していた備品購入費に係る

補助金のうち、市が負担すべきものとしていた額を賠償するものである。 

 



- 2 - 

 

補 正 予 算 案 

（議案第５１号）  

 

   令和７年度小牧市一般会計補正予算（第１０号）  

 

 補正予算の内容   

  歳  入                       （単  位  千円） 

補 正 前 の

額  

補 正

額  

計  事  業  等  の  概  要  

70,494,866 47,693 70,542,559 
地域介護・福祉空間整備等施設整備補助金 7,730 

財政調整基金繰入金 39,963 

 

  歳  出                       （単  位  千円） 

補 正 前 の

額  

補 正

額  

計  事  業  等  の  概  要  

70,494,866 47,693 70,542,559 

退職手当 36,996 

介護施設防災・減災等支援事業補助金 7,730 

賠償金（保育園運営一般事業） 2,967 

 

繰越明許費補正                    （単  位  千円） 

款  項  事   業   名  金   額  

３  民  生  費  ２  老人福祉費  介護施設防災・減災等支援事業 7,730 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           



 

 

 


